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「緊急事態宣言」発令に伴う教育活動について

新春の候，保護者の皆様におかれましては，ご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は，本校教育にご理解，ご協力をいただき，誠にありがとうございます。
さて，京都府に緊急事態宣言が発令されたことを受け，新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から，以下の活動については，緊急事態宣言が解除されるまで，当面，自粛することにしました。予定されていた皆様には，申し訳ありませんが，ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
[bookmark: _GoBack]つきましては，宣言が解除されて，活動の開始時期が見通せるようになれば，改めて日程等をお知らせします。なお，学校の授業等における教育活動にきましては，感染拡大防止対策を一層徹底したうえで，今まで通り取り組んでいきます。なにとぞよろしくお願いいたします。



記



以下の活動については，緊急事態宣言の期間中は，中止，延期をします。なお，現時点では，１月１４日～２月７日までとなっておりますが，状況によって変更される場合がありますので，よろしくお願いいたします。


（１）授業参観など多数の来校をともなうもの
　　　
（２）部活動

（３）放課後まなび教室

（４）その他，
延期，中止が必要であると判断した活動
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